
第６ 資産カルテ（平成 25 年度決算） 

１．資産カルテの目的 

県が管理する大規模な県有施設については、建設後の維持管理など今後の県財政へ
の影響があることから、施設の状況や今後の大規模改修・修繕計画などについて的確
な把握に努め、適正かつ効果的な維持管理を行っていくとともに、今後の維持管理や
施設整備に対する県民の皆様の理解を得る観点から、施設に関する財務情報をわかり
やすく提供していくことが重要と考えます。 
このため、県議会からの提言も踏まえ、施設の適切な管理と県民の皆様への情報開

示のため、大規模施設について「資産カルテ」を作成し、公表しています。 
 
 

２．対象施設の考え方 

（１）施設の規模 
県財政への影響の観点から、施設の規模が相当程度あること。 

（２）県民の利用 
県民への情報開示の観点から、広く県民に利用されている施設であること。 

（３）利用料金の徴収 
維持管理費と料金との関係を検証する観点から、利用料金を徴している施設で
あること。 

 
 

３．今年度における対象施設 

上記の考え方に基づき、今年度は、以下の施設の資産カルテを作成しましたので、
次頁以下に掲載します。 
○三重県総合文化センター 
複合文化施設（文化会館、県立図書館など） 

 ○三重県立美術館 
 ○三重県営サンアリーナ 

コンベンション施設（メインアリーナ、サブアリーナなど） 
○三重県営鈴鹿スポーツガーデン 

総合スポーツ施設（水泳場、庭球場など） 
 ○三重県営総合競技場 
  総合スポーツ施設（陸上競技場、体育館など） 
 ○三重県総合博物館 
 

４．資産カルテの活用 

県が管理する大規模施設について、長期にわたり計画的かつ効果的な維持管理を進
めるとともに、施設に関する財務情報等をわかりやすく提供するため、この資産カル
テを活用し、施設の運営管理の状況を多面的にチェックしていくことで、利用者の皆
様に良質なサービスを提供し効率的な施設管理を行っていけるよう努めます。 

 

 

 
 

 
   


























